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・死亡日から譲渡日までの間の、相続人の住所について確認する。
   →死亡日から譲渡日までの間、相続人の住所が当該空家に置かれていないことを確認する。
 ・申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年２月１５日まで
    の間に当該家屋が耐震基準に適合することを約したことが分かる売買契約書等のコピーを確認する。

住定日 住定日が死亡日より後だった場合は附票が必要附票で調べる R
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R R

耐震改修日
（耐震基準適合証明書など耐震改修
工事完了日が確認できる書類で確認）
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